
会計課

　「令和５年度市政経営に係る市長方針」に基づく各部等の方針は以下のとおりです。

- 会計管理者

　令和５年度各部等の方針

令和５年度の重点事項

適正な会計事務を維持します。そのため、伝票返却事由を分析し、課題の把握、検討を継続して行いますが、会計事務のチェック項目を重点とした研修会や日常

的事務指導を実施します。また、部署ごとの伝票返却率を分析し、改善を必要とする部署に対し、個別指導研修を実施します。

令和５年度の方針

市民の皆様からお預かりしている公金の管理及び運用は、市民の信頼に直結するものです。公金管理に対する認識を全職員で共有し、併せて会計事務の知識を高

めることで、適正かつ迅速な予算執行をめざします。また、公金の安全で効率的な資金運用に努めます。
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